
欠世代育成支援、策推進法に基づく一般業主行動計画

社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境を作ることに

よって、すぺての社員がその能力を十分発揮できるようにするだめ、次のように行動計画

を策定する。

1.計画期間

2.内容

目標1

令和3年7月1日~令和6年6月30日までの3年間

産前産後休業や育児休業、育児休業給付、産前・産後休業や育休中の社会保険

料免除恋ど制度の周知や情報提供を行う。

<対策>

●令和3年7月~

●令和4年7月~

令和3年6月30日

目標2:育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備をするために、育児

休業中の労働者の職業能力の開発及ぴ向上のための情報提供の実施や、

育児休業中の代替要員の確保や業務内容、業務体制の見直しを行う。

株式会社 1・PEC

法に基づく諸制度の調査

制度に関するり一フレット等を社員に配布又は社内に掲示

<対策>

●令和3年7月~能力開発や情報提供の内容の検討、及び業務の実態調査・可視化を

図り、業務フローの改善・見直しを検討。

●令和4年4月~定期的に臓場の状況や法律改正等の情報提供を開始。

育児休業中の臘場においては必要であれぱ代替要員を確保し、代替

要員に対して業務の引き継ぎが実施できるよう業務マニユアル及び

体制を整える。

●令和4年5月~業務の実態調査、可視化を踏まえて業務内容の分担の見直し、組織

体制の見直しの実施。


